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宮崎フェニックスクラブ規約 

 

第１章  総則 

（名称） 

第１条 本クラブは、宮崎フェニックスクラブ（以下、本クラブ）と称する。 

（所在地） 

第２条 本クラブの事務局を事務局長宅または別途定めたところに置く。 

（組織） 

第３条 本クラブは、宮崎県内在住または出身者でクラブの目的に賛同する、身体障害者手帳

保持者または車いす使用者及び協力者をもって組織する。 

 

第２章 目的及び事業 

（目的） 

第４条 本クラブは、宮崎県における身体障がい者の陸上競技の統括団体として、陸上競技の

技術向上、普及、振興をはかり、もって心身の健全な発達に寄与するとともに、身体

障がい者の積極的な社会参加を促進することを目的とする。 

（事業） 

第５条 本クラブは、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。 

１．会員の発展と相互の親睦融和をはかる。 

２．車いす使用者の陸上競技技術の向上および普及に関すること。 

３．陸上競技に関する各種大会等に選手を派遣すること。 

４．車いす使用の陸上競技者の発掘、育成に関すること。 

５．その他、本クラブの目的を達成するために必要な事業を行う。 

６．日本パラ陸上競技連盟（以下、日パラ陸連）、九州パラ陸上競技協会(以下、九パラ陸

協)に宮崎県を代表する団体として加入する「宮崎県身体障害者陸上競技協会（以下、

県協会と略す）」として暫定的に活動をし、これら上部団体と連携を密にして交流を

深めること。（県協会の代行事業） 

 

第３章 会員及び登録 

（会員） 

第６条 本クラブは、本クラブの目的に賛同する身体障害者手帳保持者、車いす使用者を会員

とする。 

２．本クラブの目的や活動に賛同し、その事業活動を援助する個人、法人、団体等を

賛助会員とする。 

（入会） 

第７条 本クラブへ加入しようとする者は、登録の手続きをとらなければならない。なお、１

６歳未満の者は親の承諾を必要とする。 

（登録） 

第８条 本クラブへの登録は、年度ごとに行うものとする。毎年 4月 1日から翌年 3月 31日

までを 1登録年度とする。 

  会費は、本クラブの登録時に納めるものとする。 

（退会） 
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第９条  会員は次の場合は、退会したものとする。 

１．本人が死亡したとき。 

２．本人から退会の申し出があったとき。 

３．本クラブの名誉を著しく傷つけたとき。 

４．会費を２年以上、請求しても納入しないとき。 

（除名） 

第１０条 会員が次に該当する場合は、役員会または総会において出席者の過半数の議決に 

   よりこれを除名することができる。 

１．本クラブの名誉を毀損し、またはクラブの目的趣旨に反する行為をしたとき。 

（会費の不返還） 

第１２条 退会、または除名された者がすでに納入した会費は返還しない。 

 

第４章 権利・義務 

第１３条 会員は、総会に出席し、その議決権を行使するとともに、本クラブ規約に従わねば

ならない。 

 

第５章  役員 

（役員の選任） 

第１４条 本クラブに次の役員を置く。 

１．会長     1名 

２．副会長    1名 

３．事務局長   1名 

４．事務局長補佐 若干名 

５．会計     １名 

６．会計監査   若干名 

第１５条 役員の選出は、次のとおり行う。 

１．役員は、総会で会員の中から選考する。 

２．役員の任期は、原則として 2年とし再任は妨げない。なお、補欠役員の任期は、残任

期間とする。 

３．会員・賛助会員の中から、九パラ陸協の理事を選出する。 

 

（役員の任務） 

第１６条 役員の任務は以下のとおりとする。 

１．会長は、本クラブを代表し、会務を統括する。 

２．副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたときはその職務を代行する。 

３．事務局長は、事務処理等をはじめ、クラブ会務を執行する。 

４．事務局長補佐は、事務局長を補佐し、事務局長が欠けたときはその職務を代行する。 

５．会計は、会計を担当し、年度末において決算報告を行う。 

６．会計監査は、本クラブの会計について監査し、総会において報告する。 

 

第６章  会議 

第１７条 本クラブの会議は、総会及び役員会、三役会とする。 
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（総会） 

１．総会は、会員総数の過半数以上（委任状を含む）の出席で成立する。 

２．総会は、本クラブの最高議決機関で、会長が議長を選出し、重要会務（役員改選、事

業および決算の報告、事業計画および予算、規約改正等）を審議議決する。 

３．会議における議案の採決は、出席者の過半数を持って議決する。ただし、規約の改正

については、出席者 3分の 2以上の賛成で成立する。 

４．総会は、年 1回開催する。 

（役員会） 

１．役員会は、会長、副会長、事務局長、事務局長補佐、会計で構成され、過半数を持っ

て成立する。 

２．役員会は、年 1回以上、会長の召集により開催する。 

（三役会） 

１．三役会は、会長、副会長、事務局長で構成され、緊急に対処すべき案件について審議

決定する。 

２．三役会は、必要に応じ随時召集する。 

 

第７章  会計 

第１８条 本クラブの経費は、下記のものにより支弁する。 

１．会員の年会費 

２．助成金 

３．寄付金 

４．その他の収入 

第１９条 会費は、年 5,000円（日本パラ陸上競技連盟登録費などを含む）とする。 

  ２.ただし、上部団体登録により異なる。賛助会員の会費も内容により異なる。 

（第１９条、補則による。） 

 （会計区分） 

第２０条 本クラブの会計は、一般会計と特別会計に区分して行う。 

  １．一般会計は、一般的な会務の運営のための会計とする。 

  ２．特別会計は、特別な事業のための会計とする。 

第２１条 会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

 

第８章  付則 

第２２条 本クラブが知り得た個人の情報については、会員および関係者以外には公開しない。 

第２３条 本クラブの慶弔に係わる規定は、別途定めるところによる。 

第２４条 本規約は、２００１年４月１日より施行する。 

     本規約は、２００２年４月１日より施行する。（会費 3,000円） 

     本規約は、２００４年４月１日より施行する。（賛助会員の削除、入院日数変更） 

                          （会費 4,000円） 

     本規約は、２００５年４月１日より施行する。（会計区分の追加：一般、特別） 

                          （役員：正・副会計） 

                          （役員：３名以上は若干名とする） 

     本規約は、２００５年４月１日より施行する。（役員のうち評議員の削除） 
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                          （会費 5,000円） 

                           （役員：正・副会計） 

本規約は、２０１０年４月１日より施行する。 （役員体制と会議）                                        

                           （慶弔規程・金額の変更） 

     本規約は、２０１６年４月 1日より施行する。 （事業と組織、会員、役員） 

                           （会費・第１９条の補則） 

本規約は、２０１８年４月 1日より施行する。 （退会規定・第９条） 

                      （会費未納が2年以上の場合は退会） 

    本規約は、２０１９年４月 1日より施行する。 （役員会・第１７条） 

                       （役員会に事務局長補佐を追加） 
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補則関係 

 

第 19条の補則 

  宮崎フェニックスクラブ会費の内訳（細則） 

１．会員は、通常年間１名（５，０００）円の会費を納める。 

  ただし、入会する団体の数（階層）により異なる。 

  ２．会費の内訳は、以下の通りとする。 

本クラブ会費２，０００円 

宮崎県身体障害者陸上競技協会会費５００円 

九州パラ陸上競技協会会費１，０００円 

日本パラ陸上競技連盟登録費１，５００円である。  

  ３．賛助会員は、宮崎県身体障害者陸上競技協会会費５００円、九州パラ陸上競技協会会費

１，０００円までとし、クラブ会費は免除する。 

 

 

 

第 23条の補則 

  宮崎フェニックスクラブ慶弔に係わる贈呈規定 

 

適 用 項 目 金 額 等 備  考 

会員の結婚 5,000円 祝電  

会員の死亡 5,000円 弔電  

 

 


